
ふるさと納税を活用した事業の紹介 VOL.2
　このコーナーでは、全国の方々からいただいたふるさと納税（ふるさと応援基金）を活用した
事業について連載で紹介していきます。

大崎町陸上競技の聖地創り実行委員会補助金
•�【Ｊａｐａｎ�Ａｔｈｌｅｔｅ�Ｇａｍｅｓ�ｉｎ�Ｏｓａｋｉ】などの
陸上競技大会が開催され、運営費用や広報活動費用として
活用されました。大会の模様はオンライン配信され、大会
の緊張感や魅力を発信しました。
•�台湾や、トリニダード・トバゴ共和国のトップレベルの選
手による陸上教室を通して、地元小学生との交流を図りま
した。

令和5年度ふるさと応援基金を活用した金額　700万円

【お問い合わせ先】　環境政策課　☎476-1111　環境衛生係（内線161）、環境政策係（内線163）

おおさき
環境情報 Vol.11 リサイクル通信
環境政策課からリサイクルを中心としてエコな情報をお届けしてまいります。
今回は、草木の無料搬入についてです。
大崎町では、草木は生ごみと合わせて、有機たい肥「おかえり環ちゃん」として全量リサ
イクルされます。

町内家庭からでた草木剪定くずの処理に関しては野方にある大崎有機工場に持ち込みが
可能です。
ただし、持ち込む場合は、役場で無料搬入券の申請が必要です。

●�落ち葉など少量の場合は、資源ごみ袋に入れて、生ごみのバケツ横におきます。
●��事業活動に伴う草木は、有料となります。無料での搬入はできません。� �
（庭木は2メートル以内、丸太は直径50センチ以内とし搬入ください）
●�搬入日：月曜日～土曜日まで
●�搬入時間：９時～ 16時まで（12時～ 13時の間は、搬入できません。）
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